令和７年度　第１回岩手県発達障がい者支援体制整備検討・広域特別支援連携協議会　議事録（案）

１　日時　令和７年８月20日（水）14時00分～16時05分
２　場所　トーサイクラシックホール岩手（岩手県民会館）第二会議室
３　内容
（1） 開会
（2） 挨拶
（3） 構成員紹介
（4） 議事
ア　発達障がい児・者への支援について（報告）
イ　令和7年度発達障がい者支援に係る取組について（報告）
ウ　個別支援ファイルの活用状況と有効な活用方法について
エ　「いわて特別支援教育推進プラン（2024～2028）」推進状況について（報告）
（5） その他
（6） 閉会
４　出席者（構成員）
　佐藤信　会長、浅利宏光　構成員代理（山本一行　構成員の代理出席）
北田義徳　構成員（Web出席）、前川岳詩　構成員、竹内義晃　構成員（Web出席）
成田礎野美　構成員、阿部圭子　構成員、金濱誠己　構成員、田代拓之　構成員
森川一枝　構成員、向井由祈　構成員、長澤裕美子　構成員、小原幹男　構成員
川村浩悦　構成員、奥村博志　構成員

≪　議事　≫
１　開会
【事務局：鈴木担当課長】
定刻になりましたので、只今より「令和7年度第1回岩手県発達障がい者支援体制整備検討・広域特別支援連携協議会」を開催いたします。
私は岩手県保健福祉部障がい保健福祉課こころの支援・療育担当課長の鈴木と申します。議事までの間、司会進行を務めさせていただきますので、よろしくお願いします。
本日の会議は、16時までの予定としておりますので、進行へのご協力をお願いします。なお、本会議は、今日の審議会等の会議の公開に関する指針に従いまして、公開することとしておりますので、ご了承願います。
まず、会議に先立ちまして、障がい保健福祉課総括課長の佐々木よりご挨拶申し上げます。

【事務局：佐々木総括課長】
県の障がい保健福祉課総括課長の佐々木と申します。
構成員の皆様には大変お忙しい中お集まりいただきまして、大変ありがとうございます。
今年度1回目の岩手県発達障がい者支援体制整備検討・広域特別支援連携協議会の開催にあたりまして、ご挨拶申し上げます。
構成員の皆様には日頃から本県の保健福祉及び教育行政の推進について、ご理解、ご協力をいただいておりますことに、この場をお借りしまして深く感謝申し上げます。
発達障がい児者の支援の推進に当たりましては、県では、岩手県発達障がい者支援センターを設置しまして、専門的な相談支援や、地域の支援機関への技術的支援の他、支援者育成のための各種研修を実施するなど、発達障がいのある方が身近な地域で安心して暮らせるよう、相談支援体制の充実に努めているところでございます。
また、発達障がい児者に対する支援につきましては、乳幼児期、学童期、青年期、成人期といった各ライフステージに対応した相談や生活支援、就労支援などが一貫して行われることが重要でありますので、県内の支援機関のネットワークを構築し、取組みを進めていく必要があると考えております。
そのため、医療、保健、福祉、教育、労働など、分野横断的な連携を円滑に推進することを目的に、平成17年度にこの協議会が設置されております。それ以来、これまで構成員の皆様には、地域における発達障がい児・者の支援のあり方についてご議論をいただいて参りました。
昨年度の本協議会におきましては、相談件数が増加していることなどを背景に、発達障がい児・者が身近な場所で必要な支援が受けられる体制づくりに向けた提言ということで、ご議論いただきました。
市町村や県を初めとした関係機関が取組むべき具体的な内容について取りまとめをしていただきまして、本年3月に市町村に対してお知らせをしたところでございます。
本日の会議ですが発達障がい児・者支援に係る取組み状況について、県の保健福祉部、それから県の教育委員会からご報告をさせていただきます。また、昨年度ご議論いただいた提言において、一部継続課題としておりました、個別支援ファイルなどを用いた支援のための情報の連携ですとか共有のあり方について、今日はご議論いただきたいと考えてございます。
構成員の皆様におかれましては、新しく構成員をお願いした皆さんもおりますが、それぞれのお立場から忌憚のないご意見を賜りますようお願いいたしまして、開会のご挨拶とさせていただきます。
本日はどうぞよろしくお願いいたします。

【事務局：鈴木担当課長】
次に、構成員の皆様をご紹介させていただきます。
改正ございましたので、皆様ご紹介させていただきます。机上に資料を配布させていただいておりますけれども、一番初めの議事次第など記した次のところに、構成員の名簿をお配り付けしていますので、そちらをご覧ください。順にご紹介させていただきます。
盛岡市立北厨川小学校校長の山本一行構成員でございますが、本日は御都合によりご欠席でございます。なお、代理出席にて、盛岡市立太田東小学校の浅利宏光構成員代理にご出席いただいております。
盛岡市立見前中学校校長の三浦仁構成員でございますが、本日はご都合によりご欠席でございます。
岩手県立杜陵高等学校校長の北田義徳構成員でございますが、本日はＷｅｂにてご参加いただいております。
岩手県立盛岡青松支援学校校長の青栁禎久構成員でございますが、本日はご都合によりご欠席でございます。
盛岡市立太田幼稚園園長の前川岳詩構成員でございます。
中部教育事務所指導主事、竹内義晃構成員でございますが、本日はＷｅｂでご参加いただいています。
岩手大学大学院教育学研究科特命教授、佐藤信構成員でございます。
日本発達障害ネットワークいわて、運営委員の成田礎野美構成員でございます。
同じく日本発達障害ネットワークいわて、運営委員の阿部圭子構成員でございます。
岩手医科大学附属病院児童精神科教授の八木淳子構成員は、本日ご都合によりご欠席でございます。
岩手県医師会常任理事、金濱誠己構成員でございます。
岩手県障害者地域生活支援事業連絡協議会理事、田代拓之構成員でございます。
岩手県看護協会副会長の森川一枝構成員でございます。
岩手県社会福祉協議会障がい者福祉協議会会員の向井由祈構成員でございます。
岩手県福祉総合相談センター所長の長澤裕美子構成員でございます。
岩手県立療育センター所長の亀井淳構成員でございますが、本日は御都合により御欠席でございます。（発熱性疾患罹患のため急遽キャンセル）
盛岡市保健福祉部障がい福祉課長の小原幹男構成員でございます。
岩手労働局職業対策課長、川村浩悦構成員でございます。
岩手障害者職業センター所長、奥村博志構成員でございます。
なお、昨年度までの構成員でいらっしゃいました前多治雄構成員のご後任につきましては、現在選定調整中でございますので、次回の会議以降ご報告させていただきます。
その他、事務局関係室課職員につきましては、お手元の構成員名簿の裏面に事務局名簿をお付けしていますので、ご紹介に代えさせていただきます。
それと併せて本日お配りしている資料でございますけれども、資料1から4、資料3につきましては3-1と3-2がございます。また、一番最後にお付けしている資料につきましては、日本発達障害ネットワークいわてさんからご提供いただいた資料でございます。
それでは次に会長の選出を行わせていただきます。設置要綱第3条第3項に基づきまして、会長は互選により選出するとなっておりますけれども、構成員の皆様からご推薦はございますでしょうか。
皆様からご推薦がないようですので、事務局においてご提案をさせていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。
ありがとうございます。
それでは構成員の皆様からご了承いただきましたので、事務局案といたしまして、会長を佐藤構成員にお願いしたいと考えておりますが、いかがでしょうか。
ありがとうございます。それでは会長を佐藤構成員にお願いしたいと思います。設置要綱第4条第2項によりまして、議長につきましては会長が行うこととしておりますので、佐藤会長には議長席にご移動いただきまして、以後の議事の進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

【司会：佐藤会長】
それではここから、議事の進行とさせていただきたいと思います。
会長に就任いたしました佐藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
皆さんと力を合わせながら支援体制の充実に力を注いでいきたいと思いますので、どうぞ忌憚のないご意見、ご質問等いただければと思いますので、よろしくお願いしたします。
ここから座って進行させていただきます。
それでは設置要綱第3条第3項に基づき、会長により副会長の指名を行いたいと思います。
副会長には八木構成員にお願いしたいと考えておりますがいかがでしょうか。
ありがとうございます。意義なしということで、八木構成員にお願いしたいと思います。
なお、このことについて八木構成員からは承諾をいただいていることを申し添えさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、議事へ移ります。資料をご覧いただきたいと思います。
発達障がい児・者への支援について、（1）発達障がい者の支援について、
それから（2）令和7年度発達障がい者支援かかる取組みについて、事務局より説明をお願いいたします。
【事務局：上林療育専門員】
それでは、資料№1につきまして、上林から説明させていただきます。資料№1の説明に先立って一言申し上げます。
今回、障がい保健福祉課よりここに提案しますのは、議事の（3）でございます。
本日お時間も限られていますので、議事の（1）、（2）の説明は最小限にとどめさせていただき、後程、説明いたします議事の（3）の内容について、ぜひ構成員の皆様よりご意見頂戴したいと思いますので、ご配慮いただけますと幸いです。それでは説明させていただきます。
まずは、資料№1をご覧ください。
発達障がい児・者への支援について、1、基本的な考えとして、発達障がい者支援体制整備においては、それぞれのライフステージに特化した支援と普及啓発、地域療育ネットワークづくりに向けた取組みを重点項目とした上で、各ライフステージに対応する一貫した支援が必要と考えております。
次に、ライフステージに応じた、支援施策の状況については、体制整備、普及啓発、人材育成に関する事業の状況について表で表しております。
3、支援体制について、発達障がい児・者が、それぞれの地域において、ライフステージに応じた適切な支援を受けることができるよう、地域療育ネットワークの形成や、運営への支援を行うこととしております。最後に本県の紹介、発達障がいの支援機関については次のページのとおりとなっています。地域のニーズを把握しながら、関係機関と連携して取組みを行っていく必要があると考えております。

【事務局：北舘主事】
それでは続きまして、私から資料№2について説明させていただきます。着座にて失礼いたします。
それでは資料ナンバー2をご覧ください。
まずは1、体制整備について説明させていただきます。
（1）につきましては、本協議会を指しております。こちらは年2回の開催を継続して行っております。
続きまして、（2）について、環境生活部若者女性協働推進室では、社会生活を営む上で困難を有する子ども、若者のために、岩手県子ども若者自立支援ネットワーク会議を継続して設置しております。
2ページに進んでいただきまして、2ページ目の方には、岩手県子ども若者自立支援ネットワーク会議につきましてのイメージ図を掲載しております。
続いて（3）、塩野義製薬株式会社と、子どもの未来支援にかかる取組みの充実を図ることを目的とする「子どもの未来支援にかかる連携協定」を平成30年度に締結しております。
発達障がい児者支援、キャリア教育の推進を項目として、それぞれ取組んでいる状況でございます。
続いて3ページ目に移りまして、2、専門的な相談支援について、（1）の発達障がい者支援センターの活動としては、地域自立支援協議会と、市町村などへの支援や困難ケースの支援を行っております。
（2）の発達障がい沿岸センターは、沿岸地域において、相談支援事業所などへのコンサルテーションを進めるために、障害福祉サービス基盤整備事業を活用し、設置されております。研修会開催や、難易度の高いケースについて、重点的に助言を行っているところでございます。活動実績としましては、令和7年度6月末現在までの実績をそれぞれ掲載しております。
続きまして、4ページ目に移らせていただきます。
3、人材育成についてです。
家族支援体制の構築支援として、ペアレントメンター養成講座やペアレントトレーニング実践研修についても引き続き実施予定としております。
続いて、（2）について、商工労働観光部定住推進雇用労働室が主体で取組んでおります就労支援については、障がい者の就労支援機関も、職員の能力向上を図る研修の実施や、企業に対するセミナーなどを実施しております。
5ページ目には、令和6年度の生活支援についての実績を掲載しておりますので、ご覧ください。
続きまして、6ページ目に移らせていただきます。
（3）、発達障がい支援者育成研修ですが、発達障がい者支援に対応できる人材を育成することを目的とした研修会の開催を引き続き実施しております。
（4）かかりつけ医等発達障がい対応力向上研修事業についてです。
早期発見、早期支援のために、小児科医など、かかりつけ医等の医療従事者に対しまして、発達障がいに関する対応力向上研修を平成29年度より実施しているものとなります。県内の医師を中心に、看護師、保育士、教育関係者などにも受講していただいております。
続きまして、7ページの4、普及啓発です。（1）につきましては、「いわてこども発達支援サポートブック」を引き続き関係機関に配布をしております。配布状況は以下の表の通りとなっております。サポートブックは、岩手県のホームページにも掲載しており、自由にダウンロードできるようになっております。
また、（2）の「世界自閉症啓発デー」及び「発達障害啓発週間」の普及啓発推進活動も行っております。本県では、関係機関へのポスター配布の他、県内各所のライトアップの実施を進めております。
以上をもちまして、資料№1、2についての説明を終了させていただきます。
【司会：佐藤会長】
ありがとうございました。
ただいまの説明に対しまして、ご質問、ご意見がありましたらご発言をお願いいたします。
特にないようなので（1）、（2）につきましては以上とさせていただきます。
続きまして（3）、個別支援ファイルの活用状況と有効な活用方法について、事務局より説明をお願いいたします。

【事務局：石田主査】
事務局、障がい保健福祉課の石田です。着座にて説明させていただきます。
お手元に「資料3－1、個別支援ファイルの活用状況について」と、「資料3－2、発達障がい児者が身近な場所で必要な支援が受けられる体制に向かうために概要版」をご準備しておりました。
初めに今年の2月で、ご協議をいただきました概要版について、簡潔ではございますが説明させていただきます。
資料3－2をご覧ください。2ページ目の内容になります。
提言の部分については、この提言の中では、発達障がい児・者のこの領域においての現状と課題を整理いたしまして、重要な要素は検討事項ということで、3つの大きな項目を設けました。
早期の発見、気づきの気づき、早期の支援療育アセスメント、支援に切れ目を作らない、横の支援、引継ぎというところで、この3つの要素の中で、市町村や県が、あとは関係機関取組んでいくということで、整理をさせていただいたところです。
続きまして3ページ目のところで、提言案において取り上げた論点とありますが、6項目とし、市町村をはじめとした各機関の連携の部分について、記載にある内容で方向性も整理させていただいております。
4ページです。
こういった整理の中で、県と市町村が取組むべき具体的な内容を、提言という形でまとめております。
庁内の部局間連携・協力、各関係機関との情報共有、連携の部分、発達障がい支援児・者を支える児童発達支援センターの設置等の内容について、提言としてまとめさせていただきました。
ライフステージごとの取組の整理については、乳幼児期から青年中期、成人期に向けて、取組みを整理したイメージ図をまとめさせておりました。
その中で様々な関係機関としてどのような対応していくのかをまとめておりましたが、今回の会議の中で、個別の教育支援計画や、引継ぎシートの活用、就学支援ファイルの作成、活用という部分がありますが、提言をまとめた協議会ワーキンググループにおきまして、継続して検討すべき課題とされたことが、整理しておりまして、今回の会議の中でも、ご協議をいただくということにさせていただきました。
まずこのような、学校の教育現場の中でのこういったシート、母子保健や福祉の分野でも支援ファイルがありますが、これが各部局の中で、個々に活用されているような現状もあり、十分な情報共有ができておらず、それを利用する保護者さんが不便な思いをしていることを課題としまして、継続課題と整理させていただいております。
続きまして、参考2になります。
就学支援の重要性ということで、就学児、乳幼児期、出生から、乳幼児期を幼稚園、保育園、療育教室等の療育を受けながら就学に至りますが、その中でも、学校現場の中で就学支援ファイルを活用し、お子さんにとって必要な学校教育が提供されるように、その中で情報共有を就学支援ファイルまたは、引継ぎシートを使用して、就学支援の重要性についてまとめたものとしております。
課題としては、就学支援のファイルでは個別支援のサポート、未活用な市町村も見られるというところが課題として挙げられましたので、課題として整理しておりました。
参考の3になります。個別支援ファイル、引継ぎシートを通じた多職種連携・切れ目のない支援の実現としまして、個別支援ファイル、子どもの支援に関する情報共有を図るためのツール、基本的には保護者が管理しているものがまず1つあることと、先ほど説明いたしました就学支援ファイル、教育関係者の方で作成しているものや、相談支援ファイル、母子保健課の方では、乳用時期に保健福祉分野の方で主に作成しているものがそれぞれの分野で活用されています。それが1つに統合されて、保護者も活用しながら、各分野の関係機関が、まとめられた情報共有ツールをうまく活用しながら、協議、整理していくことが、提言の中で挙げさせていただいたところでありました。提言の内容については以上になります。
これを受けまして、今年の3月に当課を事務局としまして、県内市町村と、県の関係部局の方にワーキンググループを構成し、この提言を発出したところであります。
資料3－1です。
今回の個別支援ファイルの活用状況と有効な活用方法について、ご説明をさせていただきます。現状と課題の（1）経緯について、先ほど説明しました提言の内容になります。
提言において、関係機関が取組むべき具体的な内容を示しまして、個別支援ファイルの活用に関する目的と課題を整理させていただきました。
先ほど説明させていただいた提言の概要のため、割愛させていただきます。
支援ファイルの活用についてというイメージ図がありますが、県教育委員会で配布しております、教育支援のためのガイドラインより引用させていただいております。
学校現場において、お子さんの個別の教育の指導計画などを定めまして、教育支援計画に盛り込んでいます。これらも個別支援ファイルに綴っていきながら、保護者が保有し、学校の方へ、ここで定めた計画をしっかり保護者が把握しながら、福祉分野だとか、医療関係者とも共有しながら活用していくイメージになっております。
これを乳幼児期から成人期にわたって活用していくことを、イメージしておりました。
昨年度の会議でも報告させていただきましたが、厚労省の調査の中で、情報共有のための手段としての個別支援ファイルの活用状況の調査が行われており、県内の方では令和6年度導入している市町村は18市町村、導入無しが15市町村であることを確認しておりました。
（2）の課題になります。
提言の中での整理事項です。個別支援ファイルは活用していない市町村があることと、構成員の方からいただいた案ですが、個別支援ファイルが作成されていても、そのファイルの意図が十分理解されていないという状況があり、保護者の方で個別支援ファイルの使用を促さないと、関係機関が確認しない例もあり、十分こういったものが普及・周知されていない現状ではないかとご意見をいただいておりました。
また、未活用の市町村の解消に向けて、ファイルの作成数、どの程度作成しているのか把握が必要というものも、課題としては挙げております。
提言の内容です。児童のライフステージに応じて変わり続ける支援者の方が、それぞれ学校に進学したり、その後の就労の実施事業者に繋がっていたり、代わり続ける支援者が、そういった障がいを認識して適切な対応をするために、保育福祉教育等の管理分野をまたいで、個別支援ファイルを使用し運用し続けながら必要な改善を行うことと、作成児童数等の市町村の活用状況を継続的に把握することが、提言の内容のまとめとなっておりました。
これを受けまして、令和7年8月に市町村における個別支援ファイルの導入状況や、作成児童数の活用状況に係る個別の調査を今回実施しました。現在29の市町村からの回答となっております。これを受けまして、市町村の現状を把握して、新規の導入や有効な活用方法の検討につなげることを目的に実施したものであります。
この調査の調査状況について、導入済みの市町村における個別支援ファイルの利用者の把握状況、実際にどれぐらいの方が、個別ファイルを利用状況については、概ね全数を把握している市町村が6市町村と、あと一部の把握が5市町村、未把握というところが6市町村との回答になっております。
把握している市町村につきましては、利用申請を窓口等で受けて、それでファイルを渡しているという方式になっているので把握しています。また、学校、相談支援事業者、関係機関からの報告があり、把握している自治体が多いようです。
関係機関で配布簿を作成して、年度末に教育委員会で集計しているというものもあり、各分野で連携して支援ファイルを活用している状況の市町村がありました。また、多くの市町村がホームページで公表しており、保護者等が独自に、ダウンロードして様式等を利用している実態もあるため、どれぐらい利用されているか把握していない状況もありました。
利用者を把握している市町村の中で、どれぐらい個別支援ファイルを利用しているか、実用利用者数をまとめたものになります。50人規模で区切っていまして、0人から50人の利用者数の市町村が4市町村となっております。200人以上の市町村2つありましたが、一部においては、460人弱の利用者が活用している市町村ありました。
どのくらい利用者がいるか把握していない市町村もありますが、把握している市町村においては、もともと想定していた対象者がどれぐらい行き渡っているか、市町村単位の利用率も調査させていただきました。
想定していた対象者の20％以下にとどまっていると思われる市町村が2市町村でした。一方で60％以上行き渡っている、80％以上、利用に繋がっていると回答している市町村もあり、極端に分かれている状況になっております。
市町村において、個別支援ファイルの利用者を増やすための取組み、どのような取組みをしているかについては、市町村の多くはホームページで周知しています。また、ホームページの他には、保護者が相談に来た際や関係機関が利用を勧めて利用に繋がっています。
障がい児の通所支援サービスを利用する児童は全員作成しており、その給付の決定手続きとあわせてファイルを作成するということで位置付けている自治体もありました。
各市町村の指導主事が、幼稚園・保育園訪問した際に、保護者に「就学ガイダンス」として説明していると、その際にこのサポートファイルを説明しているというような、取組みをしているところもありました。
その他、各地域の自立支援協議会や、児童発達支援事業所の関係者会議の場を利用して、関係者にも説明、周知を行っている取組みは上がっておりました。
導入済の市町村における「個人支援ファイル」の活用する上で課題に感じていることをまとめております。複数回答になっており、結果としては各市町村において、「目標の利用者数には至っていない」、「届いていない」という回答がありました。
「学校や医療機関との十分な共有に至っていないのではないか」というご意見もありました。
保護者の同意が得られないと個別支援ファイルの作成ができないため、作成に至っていない児童生徒について情報共有に難しさがあります。基本的にこれは各サポートファイルを作成した際に、各分野の関係者が情報共有するということで、保護者の方から同意を得ているものが多いので、同意を得られないと、活用に繋がりづらいというご意見でした。また、県内で統一した様式にすることで、効果的に活用する保護者が増えるのではないかとのご意見もありました。
今は導入していない市町村における今後の導入予定について、予定有りとした市町村はありませんでした。
予定無しが7市町村と未定5市町村ということで、町村部を中心に導入に消極的な自治体が多かったです。
一方で、導入活用までの手続きが不明なことから、未定と回答しているということで、導入の可能性がある市町村もございます。
個別支援ファイルの導入予定はない、未定とした理由については、先ほど説明したとおり一部の市町村が導入を検討している状況があり、手続きがわからないと4つの市町村から回答をいただいておりました。
町村部に多く、支援ファイル以外の方法で情報共有や連携が足りているとの回答もありました。対象者の小規模なことから、支援ファイルがなくても、個別のケース会議等で対応出来ているというような趣旨で町村部において回答が多かったです。
今回の行った調査の中で、市町村がどのようにとらえているかというものをまとめさせていただきました。
今回の協議会の論点について、（1）導入に至っていない市町村のファイルの導入に向けて、支援ファイルの導入手続きの整備と、導入済みの市町村のモデル事例の収集を図りまして、それを伝えていく部分と、導入の必要性がないととらえている市町村に対して、有効性をどのように伝えていったらいいかということが議論として、ご意見いただければと思っておりました。
導入済みの市町村においても、さらに有効活用に向けたところで、先ほど調査の中の課題に関係機関との共有連携ができていない、各医療機関との共有に至っていないと感じるという部分がありました。
各ファイルとの統合の検討、様式の検討、今後また使いやすいファイルが論点としてあげるかと思います。実は県内において、教育分野や福祉分野で連携して、この支援ファイルを活用している事例がありますので、今回ご紹介させていただきます。
北上市における相談支援ファイルの取組みになります。
今年4月に改訂版ということで、発出されています。北上市においては自立支援協議会の子ども支援部会で、教育関係者も参画しまして、当ファイル作成に向けて協議をしています。北上市の教育委員会と障がい福祉課共同でこれを発出しておりました。
各機関がそれぞれの様式で取り扱ってきた情報と、就学支援関連含めた情報と、当ファイル様式にすべて網羅してまとめています。
また、就学前から成人期に向けてまで、18歳までではなくてその後の就労自立を見据えた成人期まで、一貫した支援を継続して行われることを目指したファイルの仕様になっておりました。
具体的な紹介に入ります。
この北上市さんの相談支援ファイルからの引用ですけども、活用のイメージ図ということで、このような、本来、委員会の中で定めた計画に対して、いろんな評価を見直してまた支援方針を定めていく、書き換えの引継ぎをしていくものが、ファイルの1つの活用イメージとなります。
相談支援ファイルの記入の仕方みついても、このように説明書きを付けていただいておりました。すべて記入する必要はないことや、学校から共有があった個別の教育支援計画をファイリングしてください、保護者が全て気にする必要ないということで、負担感の緩和に配慮した促しも案内されております。
まんなかマップ、プロフィールについて、このまんなかマップもそのご本人ご家族を、支援者がどんな支援をしているかを実施したものになります。
プロフィールにつきましては、家族構成だとか、手当を受けているかというものが記載されたものになります。
発達の様子については、手帳と保健のシートにも共通の記載があります発達の様子や、発達の経過について、一部抜粋して設けておりました。
各市町村の個別支援ファイルの提供を受けており、基本的にプロフィールや乳幼児期の発達の経過については、概ね記載の項目が統一されている印象を受けております。
続きまして学校分野です。個別の指導計画も、この会議の中に示されており、学校で作成をしまして、お子さんに対して学校で支援していた指導計画を、保護者と共有するということで、保護者に提供してそれを反映していくとなっておりました。個別支援計画、個別の教育支援計画については、小学校から中学校へ、中学校から高校、もしくは特別支援学校へという進学の場面に、学校で作成する引継ぎシートになります。
これもこういった様式で共有しているということで、保護者の方に提供され、ファイリングしていき、各関係者においてその保護者と同意のもとで、閲覧は共有させてもらうものになっております。
各ライフステージにおける支援ネットワークと引継ぎの流れについては、全体の流れを示しています。高校卒業やその後の成人期、就労期までを見据えて、保育のファイルを作成されているというところが、生涯にわたって必要な支援、配慮を受けて、自立していくということに配慮したものになっていると感じたところであります。
抜粋になりますが紹介は以上になります。あとは盛岡市さんの「てtoて」という相談支援ファイル簿についても紹介させていただければと思います。
盛岡市さんにおいても、自立支援協議会の子ども発達支援分科会を設置しまして、このような「てtoて」のファイルも含めて、その体制構築について協議がなされているということでした。
この「てtoて」におきましても、特別な支援を要する幼児に係る就学支援シートをプロファイルに収納して、学校において活用しているということで、母子保健課が得た就学支援についてのつなぎとして、情報共有をしているというようなものになります。
教育支援の視点で意味付けして活用することによって、持続可能、部局横断的な取組みに繋がっているものだと思います。
これは盛岡市さんのホームページの方から抜粋になります。利用の目的だとか、新規で使うことも案内もされております。
プロフィール、お子さん写真、好きなことなどは、先ほどお伝えしたように、各市町村さん概ね共通した内容で運用されていることを確認しておきました。
相談事例の支援ファイルの紹介については、論点としまして、先ほどの1、2ということで挙げさせてもらいましたが、本会議の方の、今から協議内容踏まえて、市町村における支援ファイルの導入活用に向けた取組みを進めていきたいと思いますので、皆様からご意見を頂戴できればと思います。よろしくお願いいたします。
説明以上です。

【司会：佐藤会長】
説明ありがとうございました。
全体として只今の説明いたしましてご質問、ご意見がありましたら、ご発言お願いいたします。

【成田構成員】
日本発達障害ネットワークいわての運営委員の成田と申します。よろしくお願いいたします。
今日資料の一番最後の方に、印刷をしていただいたものがあります。県の方では市町村へのヒアリングを行っていただいて状況を把握いただいたということで、私のほうの団体でも時々ヒアリングをしておりまして、蓄積したものをまとめたものになります。
これは8月現在の状況で、7月現在の状況については、県の障がい者団体の意見として、日本発達障害ネットワークいわてから提出させていただいております。
保護者の方でも、医療、福祉、教育などの連携がうまくいってない点は課題と感じておりまして、それは「
1」と書いてあるところと、後ろの「6保護者への包括的サポートの必要性」というところにも表れています。保護者は専門家ではございませんので、医療、教育、福祉、どのように働きかけていいかっていうのも模索しながら、誰かが伴走していただければやりやすいですが、先ほど県の調査の方から支援ファイルというもので情報共有する時に、必要性がわからないという回答があったところが、この資料3－1の16ページ、17ページ辺りを見ると感じられると思います。支援ファイル以外の方法で情報共有や連携が足りていると思ってしまっていると感じます。
自分たちが連携できていればいいと思っているところが、保護者の立場からすると、「私たちの将来はどうなるの？」という、そこまで見てくれてないというのが表れているなと感じました。
専門家の方々が連携して、その中でうまくいけばいいということではなく、家族は一生付き合わなければいけないので、その先まで続けられるように伴走支援が必要だと考えております。
導入の必要性がないというところも、支援者の立場として「必要ない」ということですが、保護者からすると、連携していただくだけではなく、そのあとの将来をどういうふうにしていけばいいのかを見せていただかないと、支援とは呼べないと私は考えております。
例えば私どもの団体には、幼児から成人の方までいらっしゃいますが、成人になりますと年金の申請などが発生します。そのときに必要なものを集めるのはものすごく大変です。
通知表が必要だとか、連絡帳や何か残っているものはないか、エピソードはないか、そういうことが必要となります。この相談支援ファイルに綴じれば良いことを知っているだけ変わります。母子手帳でも、お薬手帳でも、使い終わったものは全部ここに入れてくださいと。大きさが違っても、1人のものは1つにまとめてくださいと、それだけで変わります。保護者は今しか見えてないので、その先に必要ということもわからず、「通知表も捨ててしまった」「どこに行ったかわからない」という方もいらっしゃいました。そういうものが必要で、「形式の統一」という話もありましたけど、そこは問題ではないと私は考えます。
私どもは5月に、支援ファイルについての保護者の座談会をさせていただきました。盛岡市の障がい福祉課の方にもご協力いただき、岩手大学の佐々木全先生にお越しいただいて、お話いただきました。その時をよく表しているものを綴じていて、そういうエピソードとして、年金申請などの時に使えました。
それを知らないからファイリングもしてないし、「形にこだわって」といいますか、「奥州市にはパレットがあっていいよね」などになりますが、どの市町村でも、形にこだわらなければ、とりあえず医者からもらったもの、問診票などを入れることができます。その問診票は「てtoて」でも、北上市のファイルでも、プロフィール部分にあたります。プロフィール部分と成育歴が、書かれている状態になります。
最初の通院のときにお医者様にもそれを知っていただいて、「1つのものにファイリングしてください」と、医療、福祉、教育からのものを、全部同じものにファイリングしてくださいと伝えるだけで、ものすごい蓄積ができると思っています。なので、保護者から感じたところを踏まえて、協議をいただきたいと思っています。この資料も参考にしていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

【司会：佐藤会長】
ありがとうございました。
支援ファイルの目的の浸透と、私的な情報共有、或いは継続的な情報共有が課題として挙げられたというふうに思っております。
その他で活用状況と課題等がありましたら、他の方からも関連する部分で、何かご意見とかご質問あれば、よろしくお願いしたいと思います。
学校現場ということで太田東小学校の浅利校長先生の方から、よろしくお願いいたします。
【浅利構成員代理】
学校でも特別支援コーディネーターがおりまして、その方を中心に見ます。
先ほどのお話にあったように、専門的な知識を持つ相談できる人といった時に、学校間の差がありますので、そこは努めてはいるつもりですけど、難しいところであると考えております。
ただ子どもの特性を踏まえて、学校段階として、保護者の方と同じ方向を向きながら、学校組織それから連携ということを意図して取組んでおりました。
もう1つは年度を跨いで担任が代わったりとか、講師が代わったりとかしても困らないように、組織的に連携を図りながら、学校として進めておりましたので、よりコーディネーターを中心にした私たち自身の知識と教育力を高めなくてはいけないなと考えています。

【司会：佐藤会長】
ありがとうございました。
先生の各校の差がある中でも、子どもの特性であるとか、連携であるとか、担任の引継ぎというところについて、今お話されたかなと思います。
同じようなところで金濱委員のところから、発達障がい等に係る診療を行う際に家庭とか学校であるとか、地域との生活状況を聴取しながら対応されていると思いますが、対象者の情報共有ツールとして、この支援ファイルの有効性、或いは課題について教えていただければと思います。

【金濱構成員】
実際に診療している医療機関と診療していない機関でバラつきはかなり大きいと思いますが、実際にこれを医療機関に持ってくるのでしょうか。

【成田構成員】
発達障がいの診断や治療を行う医療機関がメインの窓口に、作成、診断をするときに持っていきます。発達に関する問診票や生育歴も書きます。WISCなどの発達検査を行って、その説明もして所見などもお渡しするので、そこでファイリングを進めるとか、大事なので1つにまとめておくように助言することで、役割を果たしていくと思います。

【金濱構成員】
ありがとうございます。診療しないと思うので見たことがない医者が殆どで、逆にやっている先生方は活用されているのかなと思います。今、実際に診療しているところにはアンケートを今年取っている最中ですが、こういうファイルがどう活用されているか、新しく始めるとしてもどう活用していくのか、そこはまだわからないので、そのアンケートの中に、盛り込まれていくのか、これから第２段階のところなので、現段階ではこれについてはコメントできるようなデータはないので終わります。

【司会：佐藤会長】
ありがとうございます。
岩手職業支援センターの委員の方からは個別支援ファイルの成人期であるとか、主要時期での活用を想定して、運用している自治体があるかと思いますが、就労支援を行う立場として、対象者の情報共有の課題とか、ファイルの有効性については、どう考えているか、また、課題等を把握しているのであれば、課題等についても、お話をしていただけたらと思います。

【奥村構成員】
障害者職業センターの奥村と申します。
今回のこの会議に出席させていただくにあたって、今年度の障害者職業センターの発達障がいのある方の利用について調べてみました。利用していただいている方の数は増加している傾向があり、4月から26人の方が利用していただいております。
この26人の方のうち、ハローワークからの紹介で利用されている方が7人です。次に多いのが一般高校となります。
ハローワークから紹介された方については今後、仕事探しにご本人がハローワーク行かれるわけですから、就職に向けてのアセスメントであったり、或いはその就職の準備性を高めたり、そういった内容で来られており、一般高校の場合は3年生の生徒にご利用いただいております。
話が少し逸れましたが、個別支援ファイルを私は見たことなくて、こちらは独自のアセスメント調査としてご本人の生育歴、学歴や職歴を把握しています。
高校から就労を考えたときに、我々が行うのは引継ぎよりは協同支援です。いかに関係機関の方々と一緒にやっていくか。これらを視点に置いて、支援をしているわけで、特に在学生の生徒さんに対しては、翌年の3月に卒業されて、進路は決まってくるわけですが、在学中の期間、学校の中で本人の課題に対してどのようにアプローチしていくか助言を求められる場合が非常に多く、就労に向けて、学校がその取組みの参考となるような、支援の計画を立てているところです。
ハローワークを利用している方につきましては就職活動になりますので、今度はアセスメントの結果をハローワークの方にお渡しして、それを参考に就職先を紹介していただいています。これも引継ぎではなくて、ハローワークと連携しながら、就職の準備性を高めたほうがいいと判断される方については、私どものセンターの中で一定期間通っていただいて、「報・連・相」など、働く上で基本的なルールやマナーを習得していただくトレーニングや、就職先が決まったときには、ジョブコーチという支援者が職場の中で支援を行うサービスも行っておりますが、ハローワークと情報共有しながら進めています。
この個別支援ファイルの内容とは全く違うところでお話しましたが、私どもが最初にアセスメントするときには、ご本人、保護者の方からは当然ですが、加えて現在ご本人を支援されている関係機関の方々からの情報が非常に有用となっております。何かまとまった形で、見やすい形で提供していただけるものがあると、非常にありがたいと考えております。それが個別支援ファイルになるのかどうかは、今後、このファイルの普及状況を見ながら確認させていただきたいと思います。

【司会：佐藤会長】
ありがとうございました。
情報共有だけではなくて、支援の計画、支援のあり方も含めた形で、支援ファイルっていうところも考えられると思っております。それも含めて、支援ファイルの認知についても、1つの課題と思って、今お話を聞かせていただきました。
盛岡市の保健福祉部の障がい福祉課の小原委員の方から、「てtoて」の現状と課題についてお話をいただければと思います。

【小原構成員】
盛岡市の小原でございます。
盛岡市は、支援ファイルは「てtoて」でございますけれども、10年ほど前に、この自立支援協議会の中でも、進みながら、試験的に200数十部作られたものでございました。その中で配布、こちらは障がい福祉課の窓口、母子健康、母子保健の方の窓口、盛岡市のひまわり学園で配布をしてきたものでございます。
どなたに配布したかについて、そこの追跡が非常に甘く、実際に利用申し込みをされた方は人数的に把握できた方が23くらいしか配布したという実績を把握できてないです。在庫の数からいくと、配布している状況ですが、誰に配ったのか把握していない状況にあります。そういったところでしっかりとその活用方法が、保護者の方に伝達された上で配布されたのかというと、少し自信がないです。
今、そういった活用方法が、皆さんのご意見の中にも、このファイルがあることを知らないという状況がありますので、やはり皆さんに知ってもらわないと、活用が広まっていかない、深まっていかないものだろうと考えられます。
今、自立支援協議会の子ども発達支援分科会の方、先ほど成田構成員の方からもお話はありましたが、この分科会の部長である佐々木全先生という岩大の先生が調査されており、岩手大学の方の共同研究課題に取り上げていただきながら、このファイルの活用について研究をしていただき、一緒に研究していただく流れで今進めております。
当初、盛岡市の規模で200程度しか作ってない状況でございましたので、先ほど県からの報告では、市町村で400を超えるような配布をしている市町村もあると伺っていますので、盛岡市の対象者の数からいくと、もっと配って、活用されていればいいと思います。それがなかなか浸透していない状況が現実としてありましたので、今どうやって浸透させていくのか、今作った支援ファイルの内容についても、見直しを図りながら、普及、浸透させていきたいなと考えているところです。

【司会：佐藤会長】
ありがとうございました。
課題といたしましては、まとめていただいたところと思いますが、支援ファイルの認知の状況、目的の浸透や、活用状況が出されましたが、皆さんの方からご意見等はありますか。

【前川構成員】
私は今幼稚園に所属しておりますが、3月までは小学校の方に勤務しておりました。
支援ファイルの活用に関わって、様々皆さんからのご意見とか難しさを伺っていたところです。今の盛岡市の「てtoて」、それから北上市の取組み等について、その導入までの手続きに関するアイデアは、保護者の方に説明する上でのわかりやすさは伝わりますが、一番大切なこの支援ファイルを使って、誰がどんな効果を感じられたのか、これを使うことによって、その子の成長に、よりよい成長にどう機能したのか、その良さの声、生の声こそが、その活用に繋がっていく事ではないかと思いました。
私も小学校から中学校に向かう、子どもたちの引継ぎシートの作成に携わりましたが、このシートによってその子の将来にどう活きてくるのか、これあったから良かった、支援者側もこの情報がすごく助かったなどの具体的な声を集めて出していく事がすごく大事だと思います。はじめに活用ありきではなく、支援ファイルを使ったことによる効果を具体的にＰＲしていくことが求められると思います。先ほどいただいた取組み事例にある、特に北上市などのファイルを使ってこんな事が助かった、良かったという声を知りたいと思いました。

【司会：佐藤会長】
ありがとうございます。
私も好事例を紹介することが、活用に向かっていくのかなと思っていました。その他、何かご意見ありますか。

【田代構成員】
相談支援の立場でお話をさせていただきます。
前職が県内の自立支援協議会のお手伝いをさせていただく仕事をしていた関係で、県内の相談支援ファイル、の作成、県内いろいろなところの取組み状況を見させていただいた経緯があります。15年以上前からこのファイルに触れさせていただいていますが、それでも広まっていない。広まってこないのはなぜか。先程、前川構成員がお話したように、これをどう使われるか、メリットがあるのかどうかが、なかなか理解が難しいのだと思います。
一方で、医療的ケア児の皆さんを対象にしたファイルが作られていて、それが非常に有効活用されていると言われています。
なぜかというと命に直結しているからと言えるのではないでしょうか。それをご家族も支援者も理解しているから、アプリにもなっており、個別支援ファイルが有効活用されているのだと思います。
発達領域や知的の領域だとなかなか喫緊の必要性を理解していただきにくい部分があるのではないでしょうか。相談支援場面でどのようにしているのかというと、相談に来ていただいた方に、一通り、幼少期の様子、本人の特性や置かれている環境、どういう経験を積んできたかを一通りお聞きします。それを聞き取った上で、福祉サービスや支援者につなげるという流れです。このような形で支援をさせていただいていますが、個別支援ファイルという形ではなくても一定の聞き取りができます。
既存の支援ファイルは、とりあえずひたすら聞いて積み上げていくボトムアップの形です。相談支援場面で行っている聞き取りは逆にトップダウンです。ボトムアップだと、それが課題にどのようにつながっていくのか見えにくい。この違いが既存の相談支援ファイルの必要性への意識に影響を与えていると考えます。相談支援場面の聞き取りは、この方の特性を知ろう、もしくはどういったサービスが必要なのかっていうのをある程度念頭に置いて、聞き取りをすすめ、それらを聞いた上で、現在の生活で不足する部分や、一人ひとりあった支援やサービスを膨らませていく形で、さらに聞き取りをしています。個人的な話になってしまいますが、10年ぐらい相談支援やっていて、このような形の聞き取りでも一定の形はできていると感じています。併せてASDアセスメントを行っています。そのASDアセスメントで個人の特徴とともに余暇支援ほか、生活の部分の情報を加えています。これらの一連の聞き取りをすることで、親御さん自身も今の関わりに必要なこと、また御本人も今自分の必要なものをぜひ聞いてください、ぜひ伝えたいという形で話してくれることから、必要な情報を得ることができているのではないかと感じます。
このような聞き取りを続けていますが、これまでに障害基礎年金の申請のお手伝いも20数名させていただいていますが、どうにか良い方向に向かっていますので、この聞き取り方法をどう支援ファイルに活かすことができるかだと感じています。

【司会：佐藤会長】
ありがとうございます。
伴走者としての支援ファイルの作成も必要なのかと今のお話を聞いて思いました。
今年5月の「てtoて」の研修会に私も参加させていただきましたが、保護者の方は、作成が進まなかったように感じました。
ある程度研修会に参加し、一緒に作成していただくことが大切になってくると思います。
田代委員からお話があった通り、聞き取りをしながら支援ファイルを作成していくやり方も、1つの活用の方法、或いは県の方法と思ってお話を聞かせていただきました。
その他、何かありますでしょうか。

【川村構成員】
私、岩手労働局の今の職につく前はハローワークで、転勤して回っていたので、久慈とか釜石で実際に障がい者の支援をやっていました。
先ほど年金の話が出たので、ハローワークでその方の就職を考えるときに、収入を確認します。
その収入にやっぱり年金も加味して、年金と就労でどのくらいかも、支援者の方と相談する機会があるので、その年金を考えると、ベースを積み重ねるメリットは非常に大きいと思います。
もう1つは、各地域で就労支援に携わって、ハローワークの職員は大体二、三年ごとに担当変わりますから、ハローワークの看板を背負って企業に就職の支援をお願いすることは、非常に有効ですが、実際に支援する方について知っているか、その方の背景とか知らないので、支援をできる知識が足りないことがあります。そういったときには幼いころから知っている方とか、障がい者施設の方とか、必ずキーパーソンになる方がいるので、そういった方に相談支援を一緒にしながら進めていくケースが多かったと感じています。
発達障がいの方も、ここ10何年と、発達障がいという言葉が脚光を浴びて、そういう方がハローワークに来て、ハローワークで決めるというよりハローワークに来る前から発達障がいということが認知されるようになって、病名がついて支援するようになったと思いますが、その障がい者の担当が地域で支援する方のことをよく知っている方から聞きながら、一緒に支援していくとありましたので、こういう積み重ねは非常に大切かなと思います。
先ほど奥村所長さんからも話がありましたが、一般高校に入っている生徒さんで、療育手帳を取るかどうかっていう方も実際にいますし、専門学校に行った生徒さんでも、発達障がいの傾向があるということで支援することもあります。
よくハローワークで高校生の先生方と会議するときに話題になるのが、中学校から高校に上がって、そこの間の引継ぎみたいのが薄くて、高校に行って初めて障がいがあるとわかったことがありました。そういうこともあるので、障がいがあることを積み重ねて持っていて、障がいがあることを高校まで持っていくのは、どうかと思いますが、せめて保護者の方がそういうのを持っている方が、後から支援する立場から見ると、支援しやすいかなと思いますので、普及の1つの材料にしていただければと思います。
私の方は就労面しか見ていませんが、参考にしていただければと思います。

【司会：佐藤会長】
ありがとうございます。
今のお話の中で中学校から高校、高校から社会に出る際の1つのギャップをどう埋めるか、就学支援ファイル、個別の相談支援ファイル、個別の支援ファイルが有効になるのではないかというようなお話だったかなと思います。
その他ありますでしょうか。
今のところ課題と、活用の方向性が出されたかなと思います。それにつきまして、何か事務局の方からありましたらお願いします。

【石田主査】
皆様忌憚ないご意見を頂戴しまして、ありがとうございます。
いろんな活用の仕方や要領の仕方が各領域においてあるということも、改めて感じましたし、何より年金申請の際に利用者さん、保護者の方、あと本人が困らないように、その際にすべてまた聞き取って、また伝え直すのではなく、蓄積されたものの中からそれを活用できるという、保護者、利用者の視点がやっぱり大きな部分かなと思いますので、いただいた意見も踏まえて、今後、県として、市町村に向けての取組みをまた検討していきたいと思いますので、本日はご意見などありがとうございました。

【司会：佐藤会長】
ありがとうございます。
（3）個別支援ファイルの活用状況と有効な活用方法について、あと何かありますでしょうか。

【森川構成員】
看護協会の森川です。
看護協会の立場でというよりは、たまたま私行政で働いておりましたので、保健師として働いた経験と、福祉担当の方で少し仕事をした経験をもとに発言させていただきます。
このファイルの存在は知っておりましたけれども、有効にその場面で活用されて、残念ながら有効に活用される場面はありませんでした。改めてこのファイルが誰のために必要かと考えますと、やっぱり当事者の方、そして保護者の方が最も求めているものだと思います。アンケートの結果を見た時に、今はファイル以外のもので必要な情報が確認できるので足りているという答えが多かったのが残念でした。自分たちの支援を継続するためにスムーズなやりとりができればいいとだけ考えると、そうかもしれませんが、ご本人とご家族の方々の将来のことを考えると、やっぱり必要なものかなと感じました。
先ほど成田構成員がお話しましたようにこのファイルを工夫して書きやすいものに仕上げても、ご本人方が持っているものだという前提でいくと、綺麗に作り上げるっていうのはなかなかハードルが高いと思いました。
記入欄を完璧に埋められなくてもいいもで、必要な資料をそのまま挟んで保管する。最終的にやっぱり障害年金の受給のところ大きなハードルになるので、その時に役立つような形で情報を保管しておく形でもいいのかなと思いました。
感想のような発言になってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
【司会：佐藤会長】
ありがとうございます。
同時的な共有というよりは将来を見据えた、そして子どもを中心とした活用っていうようなところをつなげていくということが大切かなと今お話を聞いて思いました。
同時に支援体制の構造的な把握みたいなところも必要なのかなと思っています。各自治体の何が整備されて、何が整備されていないのか、そしてそれをつなぐために何が必要なのかというところを把握する中で、この支援ファイルの必要性を改めて、各自治体で確認できるのではないかとお話を聞いて思いました。
その中で、この支援ファイル、或いは、必要支援というところ、提言で述べられたものが、どういうふうに位置付けられているか把握することも必要なのかなと今のお話から思いました。
それでは（3）については終了してもよろしいでしょうか。
（4）「いわて特別支援教育推進プラン2024～2028」の推進状況について、事務局よりお願いいたします。

【事務局：山根指導主事】
岩手県教育委員会、学校教育室、山根でございます。
日頃より、学校教育にもご協力ありがとうございます。
私からは、昨年度から進めております岩手特別支援教育推進プランの進捗状況について、資料4を用いて説明させていただきます。資料の方ご覧ください。
すいません、着座にて説明させていただきます。
令和7年度における進捗状況　つなぐ～就学前から卒業までの一貫した支援の充実～の取組み状況は、1ページ、2ページに記載されております。
教育支援のためのガイドラインの改定と早期からの教育相談支援につきましては、教育支援のためのガイドラインの改定を、国の動向を踏まえながら、令和7年5月に実施いたしました。
具体的には、障がいのある子どもの就学に係る基本的な考え方を示して、「教育的ニーズ」について「障がいの状態等」、「特別に必要な指導内容」、「教育上の合理的配慮を含む必要な支援の内容」の3つの観点に基づき整理することを示しました。従前からの教育相談、就学先の決定のモデルプロセスを、実際の就学に係る一連のプロセスに沿って再整理し、取組みの基本的な考え方や留意点等を示しました。
教育支援の進め方に関しましては、説明等を県内各市町村、教育委員会の教育支援担当者に対して実施いたしました。
また、各市町村では、実情に応じて就学に関するリーフレット等の作成、活用や、その周知も進められております。
就労支援ネットワーク会議等を活用した高等学校等への情報提供につきましては、特別支援学校と地域の相談支援事業所等の担当者が参加し、就労支援に関する情報交換をする場に、高等学校の特別支援教育コーディネーターや進路指導担当者も参加し、就労支援に関する情報交換を行っております。
引継ぎシート等による、継続した支援については、継続して、指導主事会議や各種研修会等で説明、周知を実施しております。
各校では、教育上特別な支援を必要とする児童生徒への指導内容や支援方法を引継ぐ際、また、学校から医療機関等への情報提供をする際に、引継ぎシートが活用されております。今後も本シートの活用について周知を図って参ります。
特別支援学校における地域の企業との連携について。
1つ目は、企業との連携協議会の実施についてです。
県内9地区で地域の特別支援学校と企業との連携協議会を設立し、企業の方々に、普段の授業の様子を参加していただいたり、企業と生徒の相談会等を行ったりしております。障がいのある生徒や障がいに対する理解の促進と、実習や雇用機会の充実を目的に実施しております。今後も各地で幅広く企業への参加を呼びかけ、障がいのある子どもたちの就労に繋がるような取組みをして参ります。
2つ目は、就労サポーター制度登録企業の周知表彰です。
特別支援学校の高等部に在籍する生徒の就業体験等の受け入れの支援を行っている企業を県民に広く周知するとともに、5年間継続して支援をいただいている企業に対して、感謝状を贈呈しております。今年度から10年間継続して支援いただいている企業に対しましても、感謝状を贈呈しております。すでに花巻の企業様に贈呈させていただきました。
3つ目は、特別支援学校技能認定会についてです。
特別支援学校の高等部の生徒を働くために必要な技能や態度、意欲などの向上を図ることと、企業や関係機関の生徒理解や実習及び雇用機会の拡大を図ることを目的に実施しております。県内4会場のうち、沿岸北部会場では、7月11日に実施いたしました。生徒たちは緊張感の中でも、精一杯自分の力を発揮し、その様子を企業の方々から評価していただくことで、自分の強みやこれから課題点をとらえる機会となっております。
続きまして、いかす～各校種における指導・支援の充実～の取組み状況に関しては、2から5ページに記載されております。
まず、継続型訪問支援、随時相談支援を活用した指導支援については、特別支援学級、幼稚園等79校園を対象に、各特別支援学校のコーディネーターを中心に年間3回程度の継続型訪問支援を実施しております。また、特別支援学校による地域支援の一環として、すべての校園を対象に、随時相談支援を実施しております。
地域における特別支援教育コーディネーター連絡会を活用した指導支援については、今年度の県内6地区において、特別支援学校と小中学校等の特別支援教育コーディネーターを対象とした研修会を実施しております。研修の内容は、各地区の実情やニーズに応じて設定しております。各地区の詳細につきましては、資料をご覧ください。
特別支援教育中核コーディネーターに関しては、地域における特別支援教育の推進的役割を担う小中学校等の教員が、特別支援学校の特別支援教育コーディネーターと連携を図りながら、各校の支援に携わっており、現在33名の先生方にご活躍いただいております。
また、特別支援教育中核コーディネーターの専門性向上を目的として、本県と事業連携協定を締結している塩野義製薬株式会社との共催により研修会を実施しております。現在は開催に向けて計画を進めております。
エリアコーディネーターの配置、運用につきましては、これまで同様各教育事務所内の特別支援学校1校、合計6名を配置しております。特別支援教育の推進に向けて、教育事務所や市町村教育委員会の業務への支援、関係機関との連携、連絡調整に関する支援を行っております。
中学校と特別支援学校高等部の進路情報交換会につきましては、中学校及び義務教育学校と、特別支援学校の進路等担当者が情報交換を通して、教育上特別な支援を必要とする生徒の就学や、進路指導のあり方について理解を深めることにより、将来を見据えた進路指導・支援の見識を高め、将来の自立や社会参加に向けた指導・支援の充実及び支援体制、連携の構築に繋げるねらいで実施いたしました。ズームミーティングを活用したライブオンラインで開催し、後日、オンデマンド配信を実施しております。開催日程等は、資料をご覧ください。
高等学校における指導・支援の研究について、岩手県立総合教育センターとの共同研究として、令和6年度は、「高等学校における校内支援体制の充実に関する研究―特別な支援を必要とする生徒を含む集団への多層的な支援を通して―」という研究主題として取組んでおります。研究成果をリーフレットにまとめ、県内高等学校へ配布予定でございます。
令和7年度は、高等学校における特別な支援を必要とする生徒への進路指導の充実と関係機関の連携に関する研究を研究主題とし、高等学校への実態調査と、県内の高等教育機関調査について、連携しながら研究を進めております。
各校種や地域の実情・ニーズに応じた研修、特別支援学級・通級による指導担当者教員を対象とした継続的な研修につきましては、資料の通り実施しております。
すべての校種における交流及び共同学習につきましては、特別支援学校の小中学部に在籍する児童生徒が、居住する地域との関わりを充実させるために、居住する地域の小・中学校に副次的な籍である「交流籍」を位置付け、居住地校との交流及び共同学習を行っております。
これまでコロナ禍の中でも、間接交流やリモートでの交流などを工夫して実施されてきており、今後は、対面での直接交流を含め、交流及び共同学習を実施する双方の児童生徒の依頼に応じた実施ができることを期待しております。今年度は現在のところで328名の申請がありました。
また、幼稚園段階や高等部段階においても、近隣の幼稚園や高等学校との交流及び共同学習を行っております。
続きまして、支える～教育環境の整備・充実・県民理解の促進～の取組み状況に関しては、5から7ページに記載されております。
今年度の特別支援学級の状況について、小学校の児童数は、昨年度より155名増加し、2500名です。学級数は昨年度より12学級増え、677学級です。中学校では、生徒数が前年度より66名増加し、1244名。学級数は13学級増加し、352学級設置されております。
通級指導教室の状況については、小学校では、児童数が11名増加し1457名です。教室数には昨年度から変化はなく103教室です。中学校では、生徒数は15名増加し102名です。教室数は変化なく、12学級を設置しております。
特別支援教育支援員等の配置におきましては、県立高等学校28校に30名の特別支援教育支援員を配置しております。専門家の活用につきましては、各教育事務所にスクールソーシャルワーカー17名の配置。各学校へスクールカウンセラーを派遣しております。
また、特別支援学校には、各校の教育課程等を踏まえた要望により、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士等を派遣しております。
特別支援学校の状況につきましては、高等部の生徒が24名増加しており、全学校と全学部の幼児、児童生徒数の合計は、昨年度より36名増加し1509名となっております。
特別支援学校における医療的ケア児に係る看護職員については、9校53名の児童生徒を対象に、55名の看護職員の皆様にご活躍しいただいております。
県民向け公開講座につきましては、資料の通りの日程や、ご講演いただく講師が決まっております。今後、ご案内を送付いたします。より多くの県民の皆様にご参加いただきますよう、皆様にも周知のご協力をお願いできれば幸いです。
特別支援教育サポーター養成講座開催につきましては、今年度は記載の3校において、特別支援教育サポーター養成講座、全8回を開催しております。
スポーツ活動、文化芸術活動を通した生きがいづくり、地域との繋がりづくりについては、県文化スポーツ部、県教育委員会事務局保健体育課等において、各種事業の実施。また、今年度も、記載の通りの日程で岩手県特別支援学校作品展等を実施する予定でございます。
教育委員会からの説明は以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。

【司会：佐藤会長】
ありがとうございました。
ただいまの説明に対してご質問、ご意見がありましたら、ご発言をお願いいたします。

【成田構成員】
日本発達障害ネットワークいわての成田です。
教育のところで私どもの作成したものにも載せています。たくさん色々な検証をされてとてもありがたいですが、学校のコーディネーターの先生でも専門性が疑われるような事例を多々耳にしておりまして、1つは要因としては、校長が特別支援コーディネーターを任命するという仕組みにあると思っています。学校、校長先生によってとても差があるように感じます。
校長先生の方針が影響しているといいますか、学校によって対応が全く違っており、保育所等訪問についても拒否をする傾向があると複数耳にしております。
同じ学校ではないですけれども、受け入れないような学校、学校長のところでは、もう何も受け入れない。支援もコーディネーターの先生も専門性が高くない。研修等をしていただいていますが、そんな簡単に支援できるものではない。積み重ねて、徐々に関わり方がわかってきたりするものだと思っているので、にわかだと困ります。
普通学級の先生方の中には、勉強して来られた先生もいて、そういう資格を持っていたりします。あと若い先生の場合には、カリキュラムが今変わっているので、特別支援について学ばれている方が多いことがありますので、この研修を、学校のご都合もあると思うので、コーディネーターがどうかではなく、支援に携わる先生でもっと支援をしていきたいという気持ちがあったりする先生も参加できるようにするという案もあると思っています。学校によってばらつきがあるというのは本当に残念なことなので考えていただきたいと思います。
スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーについて、6ページの方にありましたけれども、学校の方では、スクールカウンセラーについては、いつ来ますとか、予約してくださいという案内の手紙が届きますが、スクールソーシャルワーカーについての案内がありません。まず保護者の方は相談できることを知らないので、学校と何かご相談したいというときに、どうしても保護者側と対立関係になってしまうことが起こってしまい、話し合いにならず喧嘩みたいになってしまうと、建設的に進めることはできません。敵じゃなく一緒に子どもを支援していく仲間になるべきだと思うので、そこに第三者であるスクールソーシャルワーカーが入っていただく、円滑に話し合いを進んでいる事例も幾つも見ているので、まず周知をお願いしたいと思います。
保護者に周知をお願いしたいと思います。

【司会：佐藤会長】
事務局お願いいたします。

【事務局：最上課長】
特別支援教育を担当しております最上と申します。ご意見ありがとうございました。
今日の協議の中で（3）の支援ファイルの最後のところで司会の佐藤会長から出された「支援体制の構造的な把握」が必要だというところ、これはすべてのことに共通することではないかと思っておりました。
ご意見いただいた特別支援教育コーディネーターの専門性や、管理職の対応について、確かに、1回2回の研修で、それらがすべて解決されるということではなく、積み重ねていく必要があることは十分承知しているところです。研修1回2回やったからこれでいいとは、県教委としても思っておりません。
その個々の専門性の向上をもちろん大切ですが、これからさらに考えていかなければならないのは、学校としての校内支援体制をどうしていくかということです。これをどう充実させていくかが、ポイントになると思います。
1人2人の先生の力量がアップしたからといって、そのまますぐに学校全体の特別支援教育の質が向上するとは思っておりませんので、校内支援体制の充実を進める中で、一人一人の専門性の向上も高めていこうという考え方で、これからも研修或いは特別支援学校の教員は小中学校を訪問するセンター的機能という役割を果たしていますが、A君Ｂ君の個々の支援をどうするかを考えるだけではなくて、その支援を通して小学校中学校の校内支援体制がうまく回っていくような、そこまで踏み込んだ形での、今後対応ができればよいと考えています。
それからスクールソーシャルワーカーにつきましては、私たちの方でも現状しっかり把握しているところではないので、もう1回活用の状況等踏まえつつ、その周知についても確認しながら対応していきたいと思います。ありがとうございます。
【司会：佐藤会長】
ありがとうございます。
その他ありますでしょうか。

【阿部構成員】
日本発達障害ネットワークいわての運営委員の阿部と申します。
すべての校種における交流及び共同学習っていうところの項目ですが、交流籍を活用した交流及び共同学習の円滑な実施について、各生徒の学区内がある学校への交流ということで毎年行われているのはとてもありがたいなと感じていますが、発達障がいという点で考えると、慣れない初めての場所に行くのが大変な児童生徒が、普通の学校にお客様の状態で行って1日過ごして、前に同じ学校だった人がいて、楽しい気持ちになる場面もあるかとは思いますが、これをやるのであれば逆に普通の学校の生徒さんたちが、特別支援学校に来ていただいて、状況を知ってもらうのもいい光景ではないかといつも思っておりました。
これは日本発達障害ネットワークの中で話し合ったことはないですが、私個人としていつも感じていることです。
特別支援学校における理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士等の活用というのを初めて聞きましたが、具体的にどのように活用されているのか、具体例がわかれば教えていただきたいです。

【司会：佐藤会長】
事務局お願いいたします

【事務局：最上課長】
ありがとうございます。
1点目の交流につきましては、貴重なご意見だと受けとめております。
この交流籍を活用した交流及び共同学習につきましてはもう長年続けているところですが、コロナが流行したところで、小中学校の先生方も或いは特別支援学校の先生方も様々多忙化等あり、さらにコロナもありというところで、形骸化している傾向が実は見られているところです。そこで各特別支援学校の校長先生方には、改めて目的とかねらいとかを大事にしながら、今一度、進め方については、考えていただければということを伝えてあるところです。
研修等でも、交流及び共同学習の進め方については、特別支援学校の教員に伝えているところですので、必ず特別支援学校が小中学校に行かなければならないということではありません。進め方については、交流してお互いを理解することや、お互いを知る、気づくということが大事なところだと捉えています。そこで場所についてはどちらでもいいことだろうなと、今ご意見を聞いて改めて思いました。そういった方法も含め、今一度目的に立ち返っていきながら、進め方も考えていきたいと思ったところです。
それから、理学療法士等の取組みですが、これは県立の特別支援学校で行っているもので、各特別支援学校の方から、こういう子ども達がいるので、専門家として理学療法士の方に来ていただきたいということを、県教委の方に申請をしていただきます。それによって年に何回か訪問してもらい、その後の課題となるようなところ、改善すべきところを、教員と一緒に対応していただくというようなスタイルで、毎年行っている取組みです。

【阿部構成員】
ありがとうございました。

【司会：佐藤会長】
ありがとうございます。その他ありますでしょうか。
（4）の特別支援教育推進プランについては以上で終わりたいと思います。
5のその他についてということで、成田委員の方から出された資料になりますのでお願いします。

【成田構成員】
成田です。
先日事件がありました。デイサービスの送迎時のわいせつで逮捕という事件がありましたが、基本2人体制で勤務している方に聞くと、1人で対応することは基本的にないということでした。保護者からの許可があると子どもが1人だったら1人を送迎するみたいなことがあると耳にしております。
男女問わず性被害っていうのは起こっておりますので、特に児童センターとか学童とか、小学校とか子どもが来るところに、小児性愛者の方とかが、好んで入ってくるという例があります。児童ポルノを教員方がLINEで共有をされたというのも先日ありましたが、そういうことが実際に起こっているので、信用しているかいないかっていうのに関わらず、一対一になる場面はもう絶対に作らないようにしていただきたいと思います。
国がどうであれ、岩手県ではしないとしていただけると保護者としては安心します。
あとは地域差です。医療機関についても地域差があり、盛岡圏域にどうしても来なければいけないという金ケ崎とか奥州とか遠方の方からの声が出ています。また、学校の先生の子どもたちへの関わりについて、活用できるものとして、ティーチャーズ・トレーニングとかも広めていただけたらなと思います。


【司会：佐藤会長】
事務局の方からお願いいたします。

【事務局：佐々木総括課長】
様々ご要望いただきまして、それぞれの要望については我々の方でも、対応策を検討して取組んでいきたいと思います。
虐待につきましては、やはり世間的にも問題になってきておりますし、こういったことは絶対あってはならないとことだと思います。施設、サービス事業所の方の体制、それから、そちらを監視指導する県の方の指導のあり方も含めて、ご要望いただいた内容を踏まえまして、我々としても、対応を検討していきたいと考えております。
ありがとうございます。

【事務局：最上課長】
ティーチャーズ・トレーニングの件、ありがとうございます。
先ほど、研修1回2回でということもありましたけども、逆に考えれば、その1回2回をより大切にしていきたいというところもありますので、研修の内容や方法につきましては、また、検討しながら取組んでいきたいと思います。

【司会：佐藤会長】
ありがとうございます。
その他協議であれば、後ろにお願いいたします。

【田代構成員】
資料3－2に書かれてあるのは、私はこの発達障がい支援を考えていく上ですごく大切な、そもそものところなのではないかと思っています。
発達障がい者が身近な場所で必要な支援と相談が受けられる体制づくりをどうやっていくのかが、市町村レベルでやっていかなければならない課題だと感じています。
特に児童期における相談、事業所を使いたいとしたときに、セルフプランとして親御さんは自分で計画を立てて、どこにもご相談できずに、事業所を利用しているケースは、場所によっては7割近くの方が、セルフプランっていうところもございます。
サービスを使えばいいというだけでなく、障がいのあるお子さんを持った親御さんのフォローというのも相談支援の役割があると思います。しかしその相談支援専門員も足りていません。相談支援事業所も足りていません。
なぜかというと採算が合わないからです。やっても黒字にならない事業をやるところはなかなかないという状況にあり、相談支援体制が不足しているといったところが、書かれてありまして本当ありがたいなと思いました。そもそも相談支援体制が整備されていなければ、困り感お持ちのお子さん、ご自身、またはご家族の方が、良い方向にいくのは非常に難しいと思いますので、現状として相談支援専門員、相談支援事業所が、全く足りなくて、この危機的状態にあるということを知っていていただければなと思います。
また、児童発達支援センターについて、県で今回出された資料に、非常に提言として出されていて心強いなと思いました。
発達障がい者支援センターは、相談はパンクしている状況、地域の基幹相談支援センターも相談がパンクしている状態の中、児童発達支援センターが地域にできることで、児童、幼児の相談はそこにできるという、親御さんの安心感、また支援者の安心感はあると思いますので、それぞれの自治体においては、児童発達支援センターの開設に向けて、県の方でもお手伝いしていただければと思います。
これに関連したところで、日々発達障がい支援で活躍をしてくれている発達障がい者支援センターで、今回、Q-SACCSという診断ツールの活用を検討しています。先ほど会長からも最上先生からも出されました、地域の支援構造の把握が必要だっていう話がありましたが、このQ-SACCSというのは、地域にどういう資源があるのかだけではなくて、この資源と資源を繋いてでいるのは誰なのかという部分を明確にしていくツールのようです。
今度、県内の3ヶ所、釜石市と滝沢市と紫波町、矢巾町でモデルをやることになっておりますので、それをぜひ発達障がい者支援センターでは、周知していただければいいなと思っておりました。
【司会：佐藤会長】
ありがとうございます。
今のご意見を、ぜひ生かしていただければと思います。その他ありますでしょうか。
それでは以上をもちまして議事の方を終わらせていただきたいと思います。進行にご協力いただきまして、大変ありがとうございました。事務局に進行の方お返しいたします。

【事務局：鈴木課長】
佐藤会長、ありがとうございました。また構成員の皆様、貴重なご意見いただきましてありがとうございました。今後の参考にさせていただきまして、今後の検討に入っていきたいと思っています。
本日の議事録ですけれどもホームページで資料とともに公開させていただきます。議事録は追って照会させていただきますので、ご確認をお願いいたします。その際に本日ご欠席の構成員の方にも、資料と議事録ご報告させていただきまして、追加でご意見いただいた場合には、別紙になりますけれども、議事録とあわせて公表していきたいと考えていますので、ご承知おきください。
また次回でございますけれども、先の話になりますが、令和8年1月28日水曜日13時を予定しております。あと御案内は年内にお送りさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは以上をもちまして、第1回岩手県発達障がい者支援体制整備検討・広域特別支援連携協議会を閉会いたします。
本日はどうもありがとうございました。
